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資料－３ 条例・規則・協定 

○京田辺市防災会議条例 

昭和38年10月 1日 
条 例 第 9 号 

 
改正 昭和51年 7月 3日 条例第22号 

昭和55年 3月25日 条例第 9号 
平成12年 3月14日 条例第 2号 

平成24年 9月28日 条例第19号 

令和 2年12月24日 条例第40号 

 

（目的） 

第1条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第6項の規定に基づき、京田

辺市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（1）京田辺市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

（2）京田辺市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。 

（3）市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

（4）前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

（5）前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務。 

（会長及び委員） 

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2 会長は、市長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長が指名する委員が、その職務を代理する。 

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（1）指定地方行政機関の職員 

（2）京都府職員 

（3）京都府警察職員 

（4）議会議長 

（5）消防長及び消防団長 

（6）教育長 

（7）市職員 

（8）指定公共機関の職員 

（9）自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者 

（10）その他京田辺市の防災に関し市長が必要と認める機関の職員 

6 委員の定数は、45名以内とする。 

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者

の残任期間とする。 

8 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 
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第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は、指定地方行政機関の職員、京都府職員、市職員、指定公共機関の職員及び知識経

験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

3 専門委員は、調査が終了したとき、解任されるものとする。 

（幹事） 

第5条 防災会議に幹事若干名を置く。 

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。 

（議事等） 

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、

市長が、防災会議に諮って定める。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和51年7月3日条例第22号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和55年3月25日条例第9号） 

 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。 

  附 則（平成12年3月14日条例第2号） 

（施行期日） 

 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 

附 則（平成24年9月28日条例第19号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

    附 則（令和2年12月24日条例第40号） 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

(京田辺市水防協議会条例の廃止) 

2 京田辺市水防協議会条例(昭和 55 年京田辺市条例第 18号)は、廃止する。 
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○京田辺市防災会議規程 

昭和４０年４月２８日 

防災会議規程第１号 

改正 昭和５３年３月２７日訓令甲第２号 

昭和５５年１０月１３日訓令甲第１０号 

平成５年６月２１日消本規程第３号 

平成９年４月１日告示第３７号 

平成１０年４月１日告示第４６号 

平成１２年７月１８日告示第１５７号 

平成１６年８月１７日告示第１５３号 

平成１８年７月１８日告示第１３６号 

平成１９年３月３０日告示第６１号 

平成１９年４月２７日告示第１０３号 

平成２０年３月３１日告示第４２号 

平成２２年４月１日告示第７５号 

平成２４年１月２５日告示第１４号 

平成２５年２月４日告示第１５号 

平成２７年３月２５日告示第２８号 

令和２年６月１日告示第１３７号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、京田辺市防災会議（以下「会議」という。）の議事及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（招集） 

第２条 会議は、会長が招集する。 

２ 会議の招集通知は文書をもって行い、日時、場所及び議題を付記するものとする。 

（会長の職務代理） 

第３条 会長に事故があるときは、危機管理の事務を担当する副市長の職にある委員がその職務を代

理する。 
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（定足数） 

第４条 会議は、１０名を超える委員の出席がなければ開くことができない。  

２ 会議の議事は、出席委員の２分の１以上の多数によらなければ議決することができない。 

（会長の専決処分） 

第５条 会議が成立しないとき又は会議を招集する時間的余裕がないときは、会長は、議決すべき事

項を専決処分することができる。 

２ 前項の規定により専決処分した事項は、会長は、次の会議において報告し、その承認を得なけれ

ばならない。 

（幹事会） 

第６条 会議に幹事会を置く。 

２ 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 幹事会に幹事長を置き、安心まちづくり室長をもって充てる。 

４ 幹事会は、幹事長が招集する。 

５ 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。 

６ 幹事会は、幹事長が議案の内容に応じ必要と認める幹事のみを招集することができる。 

（公印） 

第７条 会議の公印の形状及び寸法は、次のとおりとする。 

 

（事務処理等） 

第８条 会議の記録その他会議の事務処理は、防災担当課において行うものとする。 

附 則 

この規程は、昭和４０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年３月２７日訓令甲第２号） 

この訓令は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年１０月１３日訓令甲第１０号） 

この規程は、昭和５５年１０月１３日から施行する。 

附 則（平成５年６月２１日消本規程第３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成９年４月１日告示第３７号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年４月１日告示第４６号） 

この告示は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年７月１８日告示第１５７号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

附 則（平成１６年８月１７日告示第１５３号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市防災会議規程の規定は、平成１６年５月１日

から適用する。 

附 則（平成１８年７月１８日告示第１３６号） 

この告示は、平成１８年７月１８日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日告示第６１号） 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年４月２７日告示第１０３号） 

この告示は、平成１９年５月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日告示第４２号） 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年４月１日告示第７５号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１月２５日告示第１４号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月４日告示第１５号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２５日告示第２８号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月１日告示第１３７号） 

この告示は、令和２年６月１日から施行する。
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  別表（第６条関係） 

所属所名 職名 

京都府山城広域振興局 地域連携・振興部田辺地域総務防災課長 

京都府山城北土木事務所 河川砂防課長 

京都府田辺警察署 警備課長 

京田辺市 安心まちづくり室 室長 

企画政策部 企画調整室長 

総務部 総務室長 

市民部 市民政策推進室長 

健康福祉部 健康福祉政策推進室長 

建設部 建設政策推進室長 

経済環境部 経済環境政策推進室長 

教育委員会教育部 教育総務室長 

上下水道部 経営管理室長 

消防本部 消防次長 
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○京田辺市災害対策本部条例 

昭和38年10月 1日 
条 例 第 1 0 号 

 
 改正 平成10年6月30日 条例第15号 

 

（目的） 

第1条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の2第8項の規定に基づき、京

田辺市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（組織） 

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を

代理する。 

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 

（部） 

第3条 災害対策本部長が必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（現地災害対策本部） 

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他職員を置き、災害

対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充

てる。 

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

（委任） 

第5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

  附 則 

 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。 

  附 則(平成10年6月30日条例第15号) 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成24年9月28日条例第19号) 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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○京田辺市立小・中学校、幼稚園の災害対策要綱 

昭和59年 7月25日 
教育委員会告示第３号 

 
 改正 平成9年12月19日 教委告示第26号 

平成24年6月18日 教委告示第6号 

平成25年9月30日 教委告示第7号 

平成27年6月26日 教委告示第2号 

 

（目的）                                  

第1条 この告示は、京田辺市立小・中学校、幼稚園（以下「校園」という。）の児童・生徒及び

園児の生命、身体を災害から保護し、併せて校園の財産を被害から守ることを目的とする。 

（定義） 

第2条 この告示において「災害」とは、暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、地震その他の異常な自然

現象により生ずる災害をいう。 

（責務） 

第3条 各校園は、第１条の目的を達成するため、年度当初に防災計画を作成し、これを実施する。 

（措置） 

第4条 各校園にあっては、京田辺市に気象特別警報又は気象警報（以下「警報等」という。）が

発表されたときは、次に掲げる措置を講じる。 

（1）午前７時現在に警報等が発表されているとき又は午前７時以降に警報等が発表されたときは、

登校園を停止する。 

（2）午前１０時までに警報等が解除されたときは、登校園させる。（ただし、幼稚園においては、

午前中保育のときは、午前９時までとする。） 

（3）在校園中に警報等が発表されたときは、生命、身体の保全を第一とし、校園長の判断により

適切な措置を講じる。 

 

（動員） 

第5条 京田辺市地域防災計画に基づく京田辺市災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）及び 

 京田辺市災害対策本部（以下「対策本部」という。）が設置された場合における動員体制は、次 

 によるものとする。 

（1）避難所の開設指示があったとき。当該校１名（管理職員） 

（2）警戒本部２号配備が実施されたとき。各学校１名（管理職員） 

（3）対策本部１号体制が実施されたとき。各校園２名（管理職員及び管理職員があらかじめ指名

した職員） 

（4）対策本部2号体制が実施されたとき。各校園5名程度（管理職員及び管理職員があらかじめ指 

 名した職員） 

（5）対策本部3号体制が実施されたとき。各校園全員 

（復旧） 

第6条 各校園長は、児童、生徒及び園児の学用品等に被害が生じたときは、その実態を調査し、

京田辺市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に報告し、その指示に従い復旧に努める。 
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2 校園舎や施設・備品その他に被害が生じたときは、その実態を調査し、教育委員会に報告し、

その指示に従い復旧に努める。 

  附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成9年12月19日告示第26号） 

 この告示は、平成10年1月1日から施行する。 

  附 則（平成24年6月18日告示第6号） 

 この告示は、平成24年6月19日から施行する。 

  附 則（平成25年9月30日告示第7号） 

 この告示は、平成25年10月1日から施行する。 

  附 則（平成27年6月26日告示第2号） 

 この告示は、平成27年6月26日から施行する。 
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○京田辺市災害弔慰金の支給等に関する条例 

昭和４９年７月１日 

条例第２３号 

改正 昭和５０年７月５日条例第１５号 

昭和５１年１２月２３日条例第３４号 

昭和５３年６月２７日条例第２２号 

昭和５８年４月１日条例第９号 

昭和６２年７月４日条例第９号 

平成４年３月３０日条例第６号 

平成２３年９月２６日条例第２０号 

令和元年７月１１日条例第４号 

令和元年９月３０日条例第１３号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 災害弔慰金の支給（第３条―第８条） 

第３章 災害障害見舞金の支給（第９条―第１１条） 

第４章 災害援護資金の貸付け（第１２条―第１５条） 

第５章 雑則（第１６条・第１７条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号。以下「法」とい

う。）及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和４８年政令第３７４号。以下「令」とい

う。）の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の

支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行

い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もっ

て市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによ

る。 

（１） 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生

ずることをいう。 

（２） 市民 災害により被害を受けた当時、本市に住所を有した者をいう。 

第２章 災害弔慰金の支給 

（災害弔慰金の支給） 

第３条 市は、市民が令第１条に規定する災害（以下この章及び次章において単に「災害」という。）

により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順位は、次に
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掲げるとおりとする。 

（１） 死亡者の死亡当時において、死亡者により、生計を主として維持していた遺族（兄弟姉妹

を除く。以下この項において同じ。）を先にし、その他の遺族を後にする。 

（２） 前号の場合において、同順位の遺族については次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

（３） 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉

妹がいるときは、その兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくして

いた者に限る。）に対して、災害弔慰金を支給するものとする。 

２ 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父

母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後に

する。 

３ 遺族が遠隔地にある場合、その他の事情により前２項の規定により難いときは、前２項の規定に

かかわらず、第１項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、そ

の１人に対してした支給は全員に対しなされたものとみなす。 

（災害弔慰金の額） 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその

死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合に

あっては５００万円とし、その他の場合にあっては２５０万円とする。ただし、死亡者がその死亡

に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から

当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

（死亡の推定） 

第６条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第４条の規定に

よるものとする。 

（支給の制限） 

第７条 弔慰金は、次に掲げる場合は、支給しない。 

（１） 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

（２） 令第２条に規定する場合 

（３） 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長

が支給を不適当と認めた場合 

（支給の手続） 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところによ

り支給を行うものとする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。 

第３章 災害障害見舞金の支給 

（災害障害見舞金の支給） 
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第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき（その症状が固定したときを

含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民（以下「障害者」という。）に対し、

災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（災害障害見舞金の額） 

第１０条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病に

かかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては２５０万円

とし、その他の場合にあっては１２５万円とする。 

（準用規定） 

第１１条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

（災害援護資金の貸付け） 

第１２条 市は、令第３条に掲げる災害により法第１０条第１項各号に掲げる被害を受けた世帯の市

民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとす

る。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第１０条第１項に規定する要件に該当するものでなけ

ればならない。 

（災害援護資金の限度額等） 

第１３条 災害援護資金の一災害における１世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被

害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

（１） 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」という。）

があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である損害（以下「家財

の損害」という。）及び住居の損害がない場合 １５０万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 ２５０万円 

ウ 住居が半壊した場合 ２７０万円 

エ 住居が全壊した場合 ３５０万円 

（２） 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 １５０万円 

イ 住居が半壊した場合 １７０万円 

ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） ２５０万円 

エ 住居の全体が滅失若しくは流失し、又はこれと同等と認められる特別の事情があった場合 

３５０万円 

（３） 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居

の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合には、「２７０万円」とある

のは「３５０万円」と、「１７０万円」とあるのは「２５０万円」と、「２５０万円」とあるの

は「３５０万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、１０年とし、据置期間はそのうち３年（令第７条第２項括弧書の場

合は、５年）とする。 

（保証人及び利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 
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２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は

無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年１．５％とする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その

保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。 

（償還等） 

第１５条 災害援護資金は、月賦償還、半年賦償還又は年賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上

償還をすることができる。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１３条、第１４条

第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定によるものとする。 

第５章 雑則 

（支給審査委員会の設置） 

第１６条 市長は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、支給審

査委員会を置くことができる。 

２ 支給審査委員会の委員は、市長が任命する。 

３ 前項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、市長が定める。 

（規則への委任） 

第１７条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５０年７月５日条例第１５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５１年１２月２３日条例第３４号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５１年９月７日から適用する。 

附 則（昭和５３年６月２７日条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年４月１日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６２年７月４日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年３月３０日条例第６号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年９月２６日条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定は、平成２３年３月１１日以後に

生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。 

附 則（令和元年７月１１日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和元年９月３０日条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市災害弔慰金の支給等に関する条

例第１５条の規定は、令和元年８月１日から適用する。 
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○京田辺市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

昭和49年 7月10日 
規 則 第 8 号 

 
 改正 昭和53年 6月27日 規則第18号 

昭和58年 7月21日 規則第 9号 

令和 2年 3月31日 規則第22号 

 

  第1章 総則 

（目的） 

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年京田辺市条例第23号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

  第2章 災害弔慰金の支給 

（支給の手続） 

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行

った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

（1）死亡者（行方不明者を含む。以下同じ。）の氏名、性別及び生年月日 

（2）死亡（行方不明を含む。）の年月日及び死亡の状況 

（3）死亡者の遺族に関する事項 

（4）支給の制限に関する事項 

（5）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （必要書類の提出） 

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した住民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明

書を提出させるものとする。 

2 市長は、住民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。 

  第3章 災害障害見舞金の支給 

（支給の手続） 

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査

を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（1）障害者の氏名、性別及び生年月日 

（2）障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

（3）障害の種類及び程度に関する事項 

（4）支給の制限に関する事項 

（5）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷

し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明を提出させるものとする。 

2 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の別表に規定す

る障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)を提出させるものとする。 

  第4章 災害援護資金の賃付け 

（借入れの申込み） 
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第6条 災害援護資金（以下「資金」という。）の賃付けを受けようとする者（以下「借入申込者」

という。）は、次に掲げる事項を記載した借入申込書（別記様式第2号）を、 市長に提出しなけ

ればならない。 

（1）借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

（2）賃付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

（3）賃付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

（4）保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項 

（5）前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

（1）世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記

載した診断書 

（2）被害を受けた日の属する年の前年（当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、

前々年とする。以下この号において同じ。）において、他の市町村に居住していた借入申込者に

あっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

（3）その他市長が必要と認めた書類 

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日に属する月の翌月1日から起算して3か月を経

過する日までに提出しなければならない。  

（調査） 

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被

害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

（賃付けの決定） 

第8条 市長は、借入申込者に対して、資金を賃付ける旨を決定したときは、賃付金の金額償還期

間及び償還方法を記載した賃付決定通知書（別記様式第3号）を、借入申込者に交付するものと

する。 

2 市長は、借入申込者に対して、資金を賃付けない旨を決定したときは、賃付不承認決定通知書

（別記様式第4号）を借入申込者に通知するものとする。 

（借用書の提出） 

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、借用書(保証人を立てる場合は、保証人の

連署した借用書)(別記様式第13号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑

証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

（賃付金の交付） 

第10条 市長は、前条の借用書と引き挽えに賃付金を交付するものとする。 

（償還の完了） 

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれらに

添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

 （繰上償還の申出） 

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書（別記様式第6号）を市長に提出するもの

とする。 

 （償還金の支払猶予） 
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第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、

猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した申請書（別記様式第7号）を市長に提出しな

ければならない。 

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認

める事項を記載した支払猶予承認通知書（別記様式第8号）を、当該借受人に交付するものとす

る。 

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書（別記様式第9号）

を当該借受人に交付するものとする。 

（違約金の支払免除） 

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書（別

記様式第10号）を市長に提出しなけれ1ばならない。 

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払

を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書（別記様式第11号）を当該借受人に交付す

るものとする。 

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書（別記様式第

12号）を当該借受人に交付するものとする。 

（償還免除） 

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者（以下「償還

免除申請者」という。）は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記

載した申請書（別記様式第13号）を市長に提出しなければならない。 

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 

（1）借受人の死亡を証する書類 

（2）借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて賃付金を償還することができなくなったことを

証する書類 

（3）借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類 

（4）借受人が災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する

内閣府令（令和元年内閣府令第 22号）第 1条に規定する基準に該当することを証する書類 

 

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書（別記様式第14号）を

当該償還免除申請者に交付するものとする。 

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書（別記様式第15号）

を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

（督促） 

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとす

る。 

（氏名又は住所の変更届等） 

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に変更を生じた

ときは、借受人は、速やかにその旨を市長に氏名等変更届（別記様式第16号）を提出しなければ

ならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出る

ものとする。 
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（委任） 

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金

の賃付けの手続について、必要な事項は、別に定める。 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和53年6月27日規則第18号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和58年7月21日規則第9号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。 

附 則(令和 2年 3月 31日規則第 22号) 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京田辺市災害弔慰金の支給等に関する

条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年 8月 1日から適用する。ただし、

改正後の規則第 6条及び第 9条の規定は、令和元年 4月 1日から適用する。 
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○京田辺市災害見舞金等支給要綱 

平成２年４月１日 

告示第４８号 

改正 平成８年１２月２６日告示第２２０号 

平成２２年４月１日告示第７３号 

平成２４年５月２８日告示第１１９号 

平成２６年１０月３１日告示第２０４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、京田辺市内において災害により住家に被害を受けた住民に対し、見舞金等を支

給することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 災害 火災、爆発事故及び水損事故並びに台風、地震その他の自然災害をいう。 

（２） 見舞金等 見舞金及び見舞品をいう。 

（３） 住家 現実に居住のために使用されている建物をいう。 

（４） 全焼（全損） 火災報告取扱要領（平成６年４月２１日消防災第１００号消防庁長官通知。

次号において「要領」という。）に基づき、住家の焼き損害額若しくは火災損害額が火災前の住

家の評価額の７０パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使

用できないものをいう。 

（５） 半焼（半損） 要領に基づき、住家の焼き損害額又は火災損害額が火災前の住家の評価額

の２０パーセント以上のもので全焼（全損）に該当しないものをいう。 

（６） 水損 消火活動に伴い住家が冠水したもので、冠水した部分がその住家の延床面積の２０

パーセント以上に達しているものをいう。 

（７） 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。 

ア 住家全部の倒壊又は流失 

イ 補修により居住することができる住家の状態に復旧することができない又は当該復旧をす

ることが著しく困難であると認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの 
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（ア） 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の７０パーセント以上に

達するもの 

（イ） 災害の被害認定基準について（平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣府政策統

括官（防災担当）通知）に係る運用指針（以下「運用指針」という。）を適用して算出し

た、住家の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住家全体の経済的価値を示す値の

５０パーセント以上に達するもの 

（８） 半壊 補修により居住することができる住家の状態に復旧することが可能と認められる、

次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの（全壊に該当するものを除く。）をいう。 

ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の２０パーセント以上７０パー

セント未満であるもの 

イ 運用指針を適用して算出した、住家の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住家全体

の経済的価値を示す値の２０パーセント以上５０パーセント未満であるもの 

（９） 床上浸水 住家の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等に

より、その住家に一時的に居住することができなくなった程度のもの（住家の被害が半壊に達し

ない程度のものに限る。）をいう。 

（支給の対象） 

第３条 見舞金の支給対象者は、京田辺市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、災

害により住家に被害を受けたものとする。ただし、京田辺市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭

和４９年京田辺市条例第２３号）の規定に基づき弔慰金の支給がある場合を除く。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

（見舞金の額） 

第４条 見舞金の額は、次のとおりとする。 

（１） 全焼（全損）又は全壊 １世帯当たり １５０，０００円以内 

（２） 半焼（半損）又は半壊 １世帯当たり ７５，０００円以内 

（３） 水損又は床上浸水 １世帯当たり ３０，０００円以内 

（見舞品） 

第５条 市長は、第３条に規定する見舞金の支給対象者のうち、生活上必要な被服及び布団類を毀損

し、直ちに日常生活を営むことが困難な者であって、他の制度による支援が得られないものに対し、

低生活に必要な被服及び布団類を現物支給することができる。 
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（委任） 

第６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年１２月２６日告示第２２０号） 

この告示は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年４月１日告示第７３号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年５月２８日告示第１１９号） 

この告示は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月３１日告示第２０４号） 

この告示は、平成２６年１１月１日から施行する。
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○京田辺市火葬料補助金交付要綱 

平成４年４月１日 

告示第５８号 

改正 平成９年４月８日告示第３８号 

平成１８年５月１日告示第１００号 

平成２２年３月３１日告示第３２号 

平成２４年５月１６日告示第１１０号 

平成３１年３月２６日告示第３１号 

令和４年７月１日告示第２４１号 

（目的） 

第１条 この告示は、住民が死亡し、又は死産した場合において、火葬を行った者に対し、その費用

の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則（平成２年京田辺市規則第１９号）及びこ

の告示の定めるところにより、京田辺市火葬料補助金（以下「補助金」という。）を交付し、もっ

て住民の福祉に資することを目的とする。 

（補助の対象） 

第２条 補助の対象は、本市の住民基本台帳に記録されている者が死亡し、又は死産し、死体（妊娠

第４月以後の死産児を含む。）が火葬された場合で、負担すべき火葬料が、火葬場の設置されてい

る市町村（特別区を含む。）の住民が負担すべき火葬料と差が生じたときとする。 

（補助金の申請者） 

第３条 補助金の申請をすることができる者は、火葬の許可を受け、補助の対象となる火葬を行った

者（以下「申請者」という。）とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、申請者が負担すべき火葬料から補助の対象となる火葬が行われた火葬場の設

置されている市町村（特別区を含む。）の住民が負担すべき火葬料を差し引いて得た額の２分の１

とする。ただし、その差し引いて得た額の２分の１の額が４０，０００円を超えるときは、４０，

０００円とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、死体の火葬が許可された日から６月以内に京田辺市火

葬料補助金交付申請書（別記様式）を市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、火葬料

補助金交付台帳に記載して、補助金を交付するものとする。 
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（委任） 

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年４月８日告示第３８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示による京田辺市火葬料補助金交付要綱第４条に規定する補助金の額のうち、ただし書の

規定については、適用日以後に火葬を行った申請に係る補助金の額について適用し、適用日前に火

葬を行った申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年５月１日告示第１００号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１８年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の第４条の補助金の額のうち、ただし書の規定については、平成１８年５

月１日（以下「適用日」という。）以後に火葬を行った申請に係る補助金の額について適用し、適

用日前に火葬を行った申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年３月３１日告示第３２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市火葬料補助金交付要綱の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市火葬料補助金交付要綱の規定

によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２４年５月１６日告示第１１０号） 

この告示は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日告示第３１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の京田辺市火葬料補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に火

葬の許可を受けた者の申請について適用し、同日前に火葬の許可を受けた者の申請については、な
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お従前の例による。 

附 則(令和 4年 7月 1日告示第 241 号) 

この告示は、令和 4年 7月 1日から施行する。 
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別記様式(第5条関係) 

年  月  日   

 (あて先)京田辺市長 

京田辺市火葬料補助金交付申請書 

 

 京田辺市火葬料補助金交付要綱第5条の規定により、次のとおり補助金の交付を申請します。 

 

申

請

者 

住 所 
電話番号           

フ リ ガ ナ 
氏 名 

 
※ 死体火葬許可

申請者と同じ 

死亡者との続柄  

 

(

死
産
児
の
母) 

死

亡

者 

住 所  

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日生 性 別 男 ・ 女 

死 亡 年 月 日        年    月    日 

死 亡 届 出 地 (市区町村名)   

火 葬 日        年    月    日 

火 葬 の 場 所  

火 葬 の 費 用                  円 

添 付 書 類 火葬許可証の写し ・ 火葬料の領収書の写し 

補助金振込先(ゆうちょ銀行の支店名は漢数字で記入) 

金 融 機 関 名 
銀 行 
信用金庫 
農 協 

支店 

口 座 名 義 

フリガナ 

 

口 座 番 号  普通 ・ 当座 

補 助 金 額                  円 

 

委

任

の

欄 

この欄は、補助金の受領
者が申請者(死体火葬許
可申請者)と異なるとき
だけ記入してください。 

 上記火葬料補助金の受領を 

(               ) 

に委任します。 

      年  月  日 

申請者氏名          印  

(受付番号   ―   )
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○大規模自然災害に係る京田辺市地域再建被災者住宅等支援事業補助金

交付要綱 

平成２７年３月３１日 

告示第５２号 

改正 平成２９年１２月１２日告示第１６９号 

平成３０年３月２０日告示第３０号 

令和４年６月１日告示第１０５号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、大規模自然災害により生活基盤となる住宅等の被害を受けた市民が、可能な限

り早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻す

ため、被災住宅の再建等を実施する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則（平成２年

京田辺市規則第１９号）及びこの告示の定めるところにより、京田辺市地域再建被災者住宅等支援

事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 大規模自然災害 被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号。以下「支援法」とい

う。）第２条第１号に規定する自然災害（以下「自然災害」という。）であって、次のいずれか

に該当するもの（大規模災害からの復興に関する法律（平成２５年法律第５５号）第２条第９号

に規定する特定大規模災害等に該当する自然災害その他市の区域内（以下「市内」という。）で

発生した著しく異常かつ激甚な自然災害であって市長が別に定めるものを除く。）をいう。 

ア 支援法第２条第２号に規定する政令で定める自然災害を京都府内で生じさせた異常な自然

現象により住宅の被害（その被害が住宅の床上に達しない程度の浸水により生じたものである

場合における当該被害を除く。以下同じ。）が発生した場合における、当該自然現象により生

じた自然災害（市内における住宅の被害に限る。イにおいて「支援法適用等災害」という。）

であって、イの自然災害に該当しないもの 

イ 支援法適用等災害による住宅の被害及び当該支援法適用等災害を生じさせた異常な自然現

象と異なる異常な自然現象により生じた自然災害による住宅の被害が、同時に若しくは連続し

て発生し、又は近接した期間内に発生した場合であって、これらの自然災害に対する関係行政

機関による一体的な災害応急対策及び災害復旧の実施状況その他の事情を勘案してこれらの
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自然災害を一の自然災害として取り扱うことが適当であると市長が認めたときにおけるこれ

らの自然災害（市内における住宅の被害に限る。） 

ウ ア及びイに準じる自然災害として市長が別に定めるもの 

（２） 全壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度をいう。 

ア 住宅全部の倒壊又は流失 

イ 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができず、又は当該復旧をす

ることが著しく困難であると認められる、次のいずれかに該当する住宅の被害の程度 

（ア） 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の７０パーセント以上に

達するもの 

（イ） 災害の被害認定基準について（平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣府政策統

括官（防災担当）通知）に係る災害に係る住宅の被害認定基準運用指針（以下「運用指針」

という。）を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅

全体の経済的価値を示す値の５０パーセント以上に達するもの 

（３） 大規模半壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度（建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）第１条第３号に規定する構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行

わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものに限る。）であって、全壊に

該当しないものをいう。 

ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の５０パーセント以上７０パー

セント未満であるもの 

イ 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体

の経済的価値を示す値の４０パーセント以上５０パーセント未満であるもの 

（４） 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができると認められ

る、次のいずれかに該当する住宅の被害の程度であって、全壊又は大規模半壊のいずれにも該当

しないものをいう。 

ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の２０パーセント以上７０パー

セント未満であるもの 

イ 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体

の経済的価値を示す値の２０パーセント以上５０パーセント未満であるもの 

（５） 一部破損 半壊に達しない程度の住宅の被害の程度であって、床上浸水に該当しないもの
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をいう。 

（６） 床上浸水 半壊に達しない程度の住宅の被害の程度（住宅の床上以上に達した程度の浸水

によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、当該住宅に一時的に居住することができなくな

ったと認められるものに限る。）をいう。 

（７） 被災住宅 大規模自然災害により第２号から前号までに掲げる程度の被害を受けた市内に

存する住宅で、当該大規模自然災害が発生した時に主たる居住の用に供されていたものをいう。 

（８） 被災住宅の再建 市内において、被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被

災住宅の補修を行うことをいう。 

（９） 被災住宅に代わる住宅の賃借 市内において、被災住宅（全壊又は大規模半壊のいずれか

に該当するものに限る。）に代わる住宅として居住するための住宅（公営住宅法（昭和２６年法

律第１９３号）第２条第２号に規定する公営住宅を除く。）を賃借することをいう。 

（１０） 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。 

（１１） 支援対象者 被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主をいう。 

（１２） 支援金 支援法第３条第１項に規定する支援金で、当該大規模自然災害に関し支援対象

者が受けることができるものをいう。 

（１３） 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費（購入後直ちに行う補修

工事費を含み、土地の取得費を除く。）をいう。 

（１４） 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事費をいう。 

（１５） 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。 

（１６） 解体費等 被災住宅の解体若しくは除却又はその敷地内の土地の整地に係る経費をいう。 

（１７） 住宅再建経費 支援対象者が支出する第１３号から前号までに掲げる経費をいう。 

（１８） 住宅再建関連経費 被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具等の修

理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、支援対象者が実施する被災住宅の

再建等に関連する経費（住宅再建経費に該当する経費を除く。）として市長が必要と認める経費

であって、支援対象者が支出するものをいう。 

（１９） 住宅再建融資返済経費 新築・購入費又は補修費の支出について、次に掲げる融資を利

用した場合のその返済（当該融資の貸付の実行日から５年以内（元金の据置期間を含む。）で、

当該融資の利息の支払に係る期間に行われたものに限る。）に要する経費（当該融資に係る利息

に相当する額（イに掲げる融資にあっては、当該融資に替えてアに掲げる融資を利用したとした
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場合における利息に相当する額とイに掲げる融資に係る利息に相当する額のいずれか少ない額）

に限る。）をいう。 

ア 独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資 

イ 大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住

宅の再建に必要な資金の調達に係る融資として市長が別に定める融資 

（２０） 支援対象経費 第１７号及び第１８号に掲げる経費であって、当該大規模自然災害の規

模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建等に必要な期間

として市長が別に定める期間内にその支払が完了するもの（第１５号に掲げる経費にあっては、

当該期間の末日が属する月の前月分までの住宅の賃借に係る経費に限る。）並びに前号に掲げる

経費をいう。 

（補助金の交付額） 

第３条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる支援対象経費の区分に応じ当該各号に定める額とする。

この場合において、当該額に１，０００円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てる。 

（１） 住宅再建経費 別表の補助対象事業の欄に掲げる補助対象事業の内容及び同表の支援対象

者の欄に掲げる者の区分に応じ、同表の補助金の交付額の欄に掲げる額 

（２） 住宅再建関連経費 支援対象者ごとの住宅再建関連経費の額（当該額が５万円を超える場

合は、５万円） 

（３） 住宅再建融資返済経費 支援対象者ごとの住宅再建融資返済経費の額 

２ 一の大規模自然災害に関し、支援対象者に住宅再建経費及び住宅再建関連経費のいずれの経費に

ついても補助金を交付しようとする場合において、その合計額が当該支援対象者に係る別表の基準

限度額の欄に掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該支援対象者に交付する補助

金は、当該基準限度額とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする支援対象者（以下「申請者」という。）は、京田辺市地域再

建被災者住宅等支援事業補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。ただし、市長が別の方法等により確認できると認めた場合は、添付書類

を省略することができる。 

（１） り災証明書（写し） 

（２） 支援対象者の住民票に記載された事項を証明した書類 
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（３） 支援対象経費の額を確認できる書類 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

京田辺市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により申請者に

通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による補助金交付の決定に際しては、必要な条件を別に付すことができる。 

（申請内容の変更） 

第６条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）が申請内容

を変更しようとする場合は、京田辺市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付変更申請書（別記

様式第３号）に第４条各号に掲げるもののうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認

を受けなければならない。ただし、変更しようとする内容が、次の各号のいずれかにのみ該当する

ときは、この限りでない。 

（１） 支援対象経費の額（補助金の額の変更を伴わないものに限る。） 

（２） 工事着手年月日及び工事完了（予定）年月日（工事完了（予定）の年度の変更を伴わない

ものに限る。） 

（実績報告） 

第７条 補助決定者は、事業が完了したときは京田辺市地域再建被災者住宅等支援事業補助金実績報

告書兼補助金支払請求書（別記様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければな

らない。 

（１） 支援対象経費の確定額を確認できる書類 

（２） 前号の額を補助決定者が支払ったことを確認できる書類 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、補助金の額を確定し、京田辺市地域再建被災者住宅等支援事業補助金確定通知書（別記様式第

５号）により補助決定者に通知するものとする。 

（補助金の取消し） 

第９条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は
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一部を取り消し、京田辺市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付決定取消通知書（別記様式第

６号）により補助決定者に通知するものとする。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付さ

れているときは、京田辺市地域再建被災者住宅等支援事業補助金返還命令書（別記様式第７号）に

より、期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。 

（委任） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年４月１日から施行し、施行の日以降に発生した災害に係る被災住宅の再建

について適用する。 

附 則（平成２９年１２月１２日告示第１６９号） 

この告示は、平成２９年１２月１２日から施行し、この告示による改正後の大規模自然災害に係る

京田辺市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱の規定は、同年９月１６日以後に発生した災

害について適用する。 

附 則（平成３０年３月２０日告示第３０号） 

この告示は、平成３０年３月２０日から施行し、この告示による改正後の大規模自然災害に係る京

田辺市地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱の規定は、平成２９年１０月２１日以後に発生

した災害について適用する。 

附 則（令和４年６月１日告示第１０５号） 

この告示は、令和４年７月１日から施行する。
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別表（第３条関係） 

補助 

対象 

事業 

支 援 

対象者 
補助金の交付額 

被害の 

程 度 

基準限度

額（万円） 

１ 被災

住宅に

代わる

住宅の

新築又

は購入 

支援金を

受けるこ

とができ

る支援対

象者 

支援対象者ごとの住宅再建経費（新築費又は購入費が

含まれているものに限る。以下この項において同じ。）

の額に３分の１を乗じて得た額から支援金の額を控除

した額（当該額が次に掲げる場合に該当するときは、そ

れぞれ次に定める額） 

（１）被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援

対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる

額を超える場合 当該掲げる額 

（２）５０万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金

の額を控除した額が５０万円以上の場合 ５０

万円 

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金

の額を控除した額が５０万円未満の場合 住宅

再建経費の額から支援金の額を控除した額 

全 壊 １５０ 

大規模 

半 壊 

１００ 

 
その他の

支援対象

者 

支援対象者ごとの住宅再建経費の額に３分の１を乗

じて得た額（当該額が次に掲げる場合に該当するとき

は、それぞれ次に定める額） 

（１）被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援

対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる

額を超える場合 当該掲げる額 

（２）５０万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が５０万円

以上の場合 ５０万円 

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が５０万円

未満の場合 住宅再建経費の額 

全 壊 ３００ 

大規模 

半 壊 
２５０ 

半 壊 １５０ 

一 部 

破 損 

又 は 

床 上 

浸 水 

 ５０ 
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補助 

対象 

事業 

支 援 

対象者 
補助金の交付額 

被害の 

程 度 

基準限度

額（万円） 

２ 被災

住宅又

は被災

住宅に

代わる

住宅の

補修 

支援金を

受けるこ

とができ

る支援対

象者 

支援対象者ごとの住宅再建経費（補修費が含まれてい

るものに限る。以下この項において同じ。）の額に３分

の１を乗じて得た額から支援金の額を控除した額（当該

額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定

める額） 

（１）被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援

対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる

額を超える場合 当該掲げる額 

（２）５０万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金

の額を控除した額が５０万円以上の場合 ５０

万円 

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金

の額を控除した額が５０万円未満の場合 住宅

再建経費の額から支援金の額を控除した額 

全 壊 １００ 

大規模 

半 壊 

 ６０ 

その他の

支援対象

者 

支援対象者ごとの住宅再建経費の額に３分の１を乗

じて得た額（当該額が次に掲げる場合に該当するとき

は、それぞれ次に定める額） 

（１）被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援

対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる

額を超える場合 当該掲げる額 

（２）５０万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が５０万円

以上の場合 ５０万円 

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が５０万円

未満の場合 住宅再建経費の額 

全 壊 ２００ 

大規模 

半 壊 

１５０ 

半 壊 １５０ 

一 部 

破 損 

又 は 

床 上 

浸 水 

 ５０ 
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補助 

対象 

事業 

支 援 

対象者 
補助金の交付額 

被害の 

程 度 

基準限度

額（万円） 

３ 被災

住宅に

代わる

住宅の

賃借 

支援金を

受けるこ

とができ

る支援対

象者 

支援対象者ごとの住宅再建経費（新築費又は購入費及

び補修費が含まれていないものに限る。以下この項にお

いて同じ。）の額に３分の１を乗じて得た額から支援金

の額を控除した額（当該額が次に掲げる場合に該当する

ときは、それぞれ次に定める額） 

（１）被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援

対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる

額を超える場合 当該掲げる額 

（２）２５万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金

の額を控除した額が２５万円以上の場合 ２５

万円 

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金

の額を控除した額が２５万円未満の場合 住宅

再建経費の額から支援金の額を控除した額 

全 壊  ７５ 

大規模 

半 壊 

 ４０ 

その他の

支援対象

者 

支援対象者ごとの住宅再建経費の額に３分の１を乗

じて得た額（当該額が次に掲げる場合に該当するとき

は、それぞれ次に定める額） 

（１）被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援

対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる

額を超える場合 当該掲げる額 

（２）２５万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が２５万円

以上の場合 ２５万円 

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が２５万円

未満の場合 住宅再建経費の額 

全 壊 １５０ 

大規模 

半 壊 

１００ 
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別記様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 
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○京田辺市民間施設の消火器使用補てんに関する要綱 

昭和59年 4月 1日 

消 防 本 部 告 示 第 3号 

改正 平成7年3月31日消本告示第1号 

     平 成 2 9年 2月 7日 告 示 第 1 2号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内の火災に際し、当該消防対象物に関係のない消火器を、初期消火のた

めに使用した場合の補塡について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 消防対象物 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第３項に規定するものをいう。 

（２） 関係のない消火器 出火消防対象物の所有者、管理者又は占有者以外の者が所有する消

火器をいう。 

（３） 消火器 消防法第２１条の２第２項に規定する型式承認をされた粉末消火器、泡消火器、

強化液消火器、住宅用消火器その他のものをいう。 

（４） 失効した消火器 消防法第２１条の５第１項の規定により型式承認の失効した消火器又

は消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定め

る件（昭和５０年消防庁告示第１４号）に定める耐圧検査を受けていない消火器をいう。 

（補塡の対象範囲） 

第３条 補塡の対象範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 消防隊が到着するまでの消火活動に使用したもの 

（２） 消防隊が使用を認知したもの 

（３） 消防長が状況判断により認定したもの 

（消火器の部品） 

第４条 消火器に補塡する部品は、消火器の種類に応じ、薬剤、ボンベ及び機能保持に必要な部

品とする。ただし、腐食若しくは破損が著しく薬剤の充塡が困難な場合若しくは構造上薬剤の充

塡ができない場合又は失効した消火器については、消火に使用した消火器と同等の消火器を補塡

するものとする。 

（消火器補塡申請書の提出） 

第５条 消火器を初期消火に使用し、又は他の人にその使用を提供した者は、消火器補塡申請書

（別記様式第１号）を消防長に提出するものとする。 

（消火器補塡審査結果通知） 

第６条 消防長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、消火器補塡審査結果通知書

（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（補塡消火器の受渡し） 

第７条 補塡消火器の受渡しは、第５条の消火器補塡申請書を受理した日から３０日以内に実施

するものとする。 

（委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。 

 附 則 

この告示は、平成２９年２月７日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

年  月  日   

（あて先）京田辺市消防長 

 

住 所          

               申請者 氏 名            

                   電話番号            

 

 

消 火 器 補 塡 申 請 書 

 

私は、京田辺市民間施設の消火器使用補塡に関する要綱第５条の規定により申請します。 

 

出 火 日 時      年  月  日    時  分ごろ 

出 火 場 所  

使 用 者 氏 名   

消火器の種類及び

数量 

粉末消火器      型（  kg）    本 

泡 消 火 器      型（  L)     本 

 

※
現

認 

職 氏 名   

年 月 日        年   月   日 

事 項   

※
処

理 

決 定 通 知    第     号・    年  月  日 

受 渡 し 日 受    年  月  日 渡    年  月  日 

補 塡 業 者 名   確 認   

備考 ※印欄は、記入しないこと。 
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様式第２号（第６条関係） 

文 書 番 号  

年  月  日  

 

            様 

 

京田辺市消防長      印 

 

消 火 器 補 塡 審 査 結 果 通 知 書 

 

 あなたが、   年  月  日付けで申請された消火器の補塡について、審査の結果下記のとお

り決定したので通知します。 

 

記 

□補塡します。（消火器の補塡完了までの間、代替消火器を貸与します。） 

□薬剤 

□ボンベ 

□機能保持に必要な部品 

□同等品の消火器 

消火器の種類及び数量 
粉末消火器    型（  kg）     本 

泡 消 火 器    型（   L）     本 

 

  □補塡できません。 

理由                                             

代

替

消

火

器 

種 類 及 び 数 量 粉末消火器        型        本 

貸 与 年 月 日 年  月  日貸与 年  月  日返却 

取 扱 者     
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○京田辺市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱 

平成23年10月24日 
告 示 第 1 4 7 号 

 

(目的) 

第1条 この告示は、災害時において水道の給水が困難となった場合に、飲料用以外の洗濯又はトイ

レ等に使用できる水(以下「生活用水」という。)として提供される井戸を登録し、市民の生活

用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。 

(登録要件) 

第2条 市長は、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)から次条第1項の規定による

申出があった場合で、次に掲げる要件を満たすときは、当該井戸を災害時生活用水協力井戸(以

下「協力井戸」という。)として登録するものとする。 

(1) 生活用水として使用可能な水量及び水質であること。 

(2) 井戸水をくみ上げるための電動式若しくは手動式のポンプ又はつるべ等があること。 

(3) 災害時に無償で近隣住民に井戸水を提供できること。 

(4) 井戸枠等があり、安全であること。 

(5) 井戸の所有者等が、井戸の所在地等を公表することにつき、あらかじめ了承していること。 

(登録の手続等) 

第3条 井戸水を提供する意思のある所有者等は、京田辺市災害時生活用水協力井戸登録申出書(別

記様式第1号)に必要な事項を記入し、市長に申し出るものとする。 

2 市長は、前項の申出があった場合は、登録要件の適否について調査を行い、京田辺市災害時生活

用水協力井戸登録適否決定通知書(別記様式第2号)によりその結果を通知するものとする。 

3 前項の規定により登録した旨の通知を受けた協力井戸の所有者等(以下「協力井戸の所有者等」

という。)は、災害時生活用水協力井戸指定標識(別記様式第3号)を当該井戸の家屋の門、扉又

は塀等、近隣住民が認識しやすい場所に取り付けるものとする。 

(水質検査) 

第4条 市長は、所有者等から協力井戸の登録の申出があった場合のほか、必要と認めるときに別表

に定める項目について水質検査を実施するとともに、協力井戸の所有者等が希望する場合は、

その結果を通知するものとする。 

(登録内容の変更手続) 

第5条 協力井戸の所有者等は、次に掲げる場合は、京田辺市災害時生活用水協力井戸登録内容変更

届出書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。 

(1) 世帯主の変更又は相続等により、協力井戸の所有者等が変更された場合 

(2) 協力井戸の改良等により、登録内容に変更が生じた場合 

(更新等の確認) 

第6条 市長は、必要に応じて協力井戸の所有者等に対し、更新の意思の有無等を確認するものとす

る。 

(登録解除の手続) 

第7条 協力井戸の所有者等は、次に掲げる場合は京田辺市災害時生活用水協力井戸登録解除申出書

(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。 
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(1) 井戸を廃止した場合 

(2) 井戸の使用を停止した場合 

(3) 井戸を譲渡した場合(土地又は建物の売却に伴う場合を含む。) 

(4) 井戸水を近隣住民に提供することができなくなった場合 

(登録の解除) 

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力井戸の登録を解除することができる。 

(1) 前条の規定による届出があった場合 

(2) 第2条の登録要件を満たさなくなった場合 

(3) その他市長が協力井戸として適当でないと認めた場合 

2 市長は、協力井戸の登録を解除する場合においては、京田辺市災害時生活用水協力井戸登録解除

通知書(別記様式第6号)により協力井戸の所有者等に通知するものとする。 

(委任) 

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成23年11月1日から施行する。 

 

別表(第4条関係) 

水質検査 

用途 検査項目内容 

生活用水 
一般細菌 大腸菌 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 鉄及びその化合物 塩

化物イオン 有機物(TOC) pH値 臭気 色度 濁度 遊離残留塩素 
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別記 

様式第１号（第３条関係） 

（表） 

年  月  日 

 

京田辺市長 様 

申出者 住所 

氏名            印  

電話番号 

 

京田辺市災害時生活用水協力井戸登録申出書 

 

下記の井戸について、災害時における協力井戸として提供します。 

 

記 

所在地 □上記住所に同じ  

所有者 □上記氏名に同じ  

管理者  

設置位置 □宅地内（□屋内 □屋外）  □田畑   □その他  

形
態 

形状 □掘抜井戸（丸井戸）   □打抜井戸（管井戸）  

動力 □手動  □電動（停電時の使用可能□ 不可能□） □つるべ式  

使用状況 

□使用している  □使用していない  

□飲料水  □生活用水（洗濯、掃除、風呂等）  

□事業（業務）□かんがい用水  □その他（       ） 

水 量 □日常の使用では枯れない  □渇水時には枯れる  □不明  

水質の状況 
色 濁り 匂い 沈澱物など  

□特に異常はない  □その他（具体的に         ） 

 水質検査の結

果通知 

□希望する  

□希望しない  

 所在情報の

提供 

□担当課窓口での井戸情報の提供に同意します。（必須）  

上記の他、以下の情報提供について同意します。  

□ホームページへの情報の掲載  

□井戸の所在地の自治会・自主防災組織等への所在情報の提供  

□井戸の所在マップでの公表  
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（裏） 

≪記入上の注意≫  

 

１ それぞれ該当するものにレ印をつけてください。  

２ 管理者欄には、申出者とは別に井戸の管理者がおられる場合、管理者の氏名を記入してください。  

３ 井戸の形状にある掘抜井戸（丸井戸）とは、手堀りなどで掘られた比較的浅い井戸をいい、打抜

井戸（管井戸）とは、深井戸で鉄管等を打ち込んだものをいいます。  

４ 水質の状況ついては、気になる点があれば具体的に記入してください。  

５ 水質検査項目については、別表を参考にしてください。  

６ 所在情報の提供では、必須項目として、担当課窓口での情報提供の同意が必要となります。 
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様式第２号（第３条関係） 

文 書 番 号 

年 月 日 

 

様 

 

京田辺市長        印 

 

 

京田辺市災害時生活用水協力井戸登録適否決定通知書 

 

 

年  月  日付けで申出のありました京田辺市災害時生活用水協力井戸登録の適否につ

いて、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

□ 災害時生活用水協力井戸に登録しました。 

登録内容 

井戸所有者 氏  名 

住  所 

電話番号 

井戸管理者 氏  名 

住  所 

電話番号 

 

 

□ 災害時生活用水協力井戸に登録できませんでした。 

登録申出のありました井戸につきまして、内容を精査いたしましたが、災害時生活用水協力井

戸としての登録要件を備えていないものと判断しました。 



 

京田辺市地域防災計画 資料編 

 

条例・規則・協定  

資料3-50 

様式第３号（第３条関係）  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 大きさは８センチメートル四方とし、材質はプラッチック版で、版の色は緑色、文字及び市

章は黒色とする。 

 

災害時⽣活⽤⽔ 

協⼒井⼾ 
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様式第４号（第５条関係） 

年  月  日 

 

京田辺市長 様 

申出者 住所 

氏名            印  

電話番号 

 

京田辺市災害時生活用水協力井戸登録内容変更届出書 

 

京田辺市災害時生活用水協力井戸の登録内容について変更が生じたので、下記のとおり届け出ま

す。 

 

記 

 

 

１ 協力井戸の所在地 

 

 

２ 変更事項 

 （１） 所有者等の変更 

    変更前  所有者（管理者） 

    変更後  所有者（管理者） 

 

 （２） 井戸の仕様等の変更 

 

    変更前 

 

 

 

 

    変更後 

 

 



 

京田辺市地域防災計画 資料編 

 

条例・規則・協定  

資料3-52 

様式第５号（第７条関係） 

年  月  日 

 

京田辺市長 様 

申出者 住所 

氏名            印  

電話番号 

 

 

京田辺市災害時生活用水協力井戸登録解除申出書 

 

京田辺市災害時生活用水協力井戸の登録を解除したいので、下記のとおり申し出ます。 

 

記 

 

１ 協力井戸の所在地 

    

２ 解除理由 

該当するものにレ印を付けてください。 

□ 井戸を廃止した。 

□ 井戸の使用を停止した。 

□ 井戸を譲渡した（土地又は建物の売却に伴う場合を含む。）。 

□ 井戸水を近隣住民に提供することができなくなった。 

 

理由 
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様式第６号（第８条関係） 

文 書 番 号 

年 月 日 

 

様 

 

京田辺市長        印 

 

 

京田辺市災害時生活用水協力井戸登録解除 

 

 

あなたが所有（管理）する井戸につきまして、下記のとおり京田辺市災害時生活用水協力井戸の

登録を解除することにしましたので、通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 登録を解除する井戸の所在地 

 

 

２ 解除理由 
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○京田辺市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱 

平成２９年３月１５日 

告示第３３号 

改正 令和元年１２月１１日告示第８３号 

令和３年３月１６日告示第４６号 

令和４年６月１日告示第１０４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、土砂災害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、社会資本整備総合交

付金交付要綱（平成２２年３月２６日国官会第２３１７号国土交通事務次官通知）に基づき、土砂

災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条

第１項に規定する土砂災害特別警戒区域（以下「土砂災害特別警戒区域」という。）内において、

住宅又は居室を有する建築物（以下「住宅等」という。）の土砂災害対策事業を実施する者に対し、

京田辺市補助金等の交付に関する規則（平成２年京田辺市規則第１９号）及びこの告示に定めると

ころにより、京田辺市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交

付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 土砂災害対策改修 既存の住宅等について、土砂災害に対して安全な構造となるよう行う

外壁又は塀の改修、設置等をいう。 

（２） 建築士 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築士又は

同条第３項に規定する二級建築士の資格を有する者をいう。 

（補助対象住宅等） 

第３条 補助の対象となる住宅等（以下「補助対象住宅等」という。）は、本市の区域内に存する住

宅等で、次の各号の全てに該当するものとする。 

（１） 土砂災害特別警戒区域内の住宅等であること。 

（２） 住宅等の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で、建築基準法

施行令（昭和２５年政令第３３８号）第８０条の３の規定に適合しない構造であること。 
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（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号の全てに該当するも

のとする。 

（１） 補助対象住宅等について行う土砂災害対策改修であること。 

（２） 土砂災害対策改修の結果、補助対象住宅等が建築基準法施行令第８０条の３の規定に適合

すること。 

（３） 建築士が構造設計を行った土砂災害対策改修であること。 

（４） 補助対象住宅等に係る固定資産税の滞納がない（市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠

実に履行していると市長が認める場合を含む。）こと。 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う者で、補助対象住宅等を所有するもの

（補助対象住宅等を所有する者が２人以上いる場合にあってはその者らが代表者として選任した者、

建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第１条に規定する構造上区分された建

物にあっては同法第３条に規定する建物、敷地等を管理するために区分所有者全員で構成された団

体。以下これらを「所有者」という。）とする。ただし、特段の事由により所有者が実施できない

場合は、市長が適当と認める者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本市に係る市税を滞納している者（市長に対し、分納の誓約をし、か

つ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。）は、補助金の交付申請をすることができない。 

（補助対象事業等） 

第６条 補助対象事業費は、土砂災害対策改修に係る工事費（消費税及び地方消費税に相当する額を

除く。）とする。ただし、１棟当たり３，３６０，０００円を限度とする。 

２ 補助金の額は、補助対象事業費に１００分の２３を乗じて得た額（１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）とする。 

（事業予定調書の提出及び通知） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、土砂災害対策改修支援事

業予定調書（別記様式第１号。以下「事業予定調書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の事業予定調書を受理したときは、その内容を審査し、土砂災害対策改修支援事業

認定（不認定）通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 
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（補助金の交付申請） 

第８条 前条第２項の規定により認定通知を受けた申請者は、土砂災害対策改修支援事業費補助金交

付申請書（別記様式第３号。以下「交付申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補

助金の額を決定し、土砂災害対策改修支援事業費補助金交付決定通知書（別記様式第４号）により

申請者に通知するものとする。 

（補助対象事業の実施） 

第１０条 申請者は、事業を実施するに当たっては、前条の規定により補助金の交付決定を受けた後

において着手するものとする。 

（事業の変更等） 

第１１条 第９条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「決定者」という。）は、補

助金の交付決定を受けた補助対象事業の内容に変更が生じたときは、遅滞なく土砂災害対策改修支

援事業費補助金交付変更申請書（別記様式第５号。以下「変更申請書」という。）を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、土砂災

害対策改修支援事業費補助金交付決定変更通知書（別記様式第６号）により決定者に通知するもの

とする。 

（補助対象事業の廃止等） 

第１２条 決定者は、補助対象事業を廃止し、又は中止しようとするときは、遅滞なく土砂災害対策

改修支援事業の廃止（中止）承認申請書（別記様式第７号。以下「廃止（中止）承認申請書」とい

う。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の廃止（中止）承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、土砂災害対策改

修支援事業の廃止（中止）承認（不承認）通知書（別記様式第８号）により決定者に通知するもの

とする。 

（完了報告） 

第１３条 決定者は、補助対象事業が完了したときは、遅滞なく土砂災害対策改修支援事業完了報告

書（別記様式第９号。以下「完了報告書」という。）を市長に提出しなければならない。 
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（補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条の完了報告書を受理した場合は、書類審査及び現地調査により審査し、適当

と認めたときは、補助金の額を確定し、土砂災害対策改修支援事業費補助金確定通知書（別記様式

第１０号）により決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１５条 決定者は、前条に規定する確定通知を受け取った後、遅滞なく土砂災害対策改修支援事業

費補助金交付請求書（別記様式第１１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

（１） 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、決定者に対し土砂災害対策改

修支援事業費補助金交付決定（全部・一部）取消通知書（別記様式第１２号）により通知するもの

とする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、土砂災害対策改修支援事業費補助金返還命令書（別記様

式第１３号）により決定者に補助金の返還を命ずるものとする。 

（委任） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月１１日告示第８３号） 

この告示は、令和元年１２月１１日から施行する。 

附 則（令和３年３月１６日告示第４６号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月１日告示第１０４号） 

この告示は、令和４年７月１日から施行する。 
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資料3-59 
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京田辺市地域防災計画 資料編 

 

条例・規則・協定 

資料3-63 
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別記様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第１１条関係） 

様式第６号（第１１条関係） 

様式第７号（第１２条関係） 

様式第８号（第１２条関係） 

様式第９号（第１３条関係） 

様式第１０号（第１４条関係） 

様式第１１号（第１５条関係） 

様式第１２号（第１６条関係） 

様式第１３号（第１６条関係） 
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○京田辺市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱 

平成２９年３月１５日 

告示第３２号 

改正 令和２年５月１４日告示第１２４号 

令和３年３月１６日告示第４７号 

令和４年６月１日告示第１０６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、がけ地の崩壊等による危険から住民の生命の安全を確保するため、社会資本整

備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７号国土交通事務次官通知。以

下「交付金要綱」という。）附属第Ⅱ編イ―１６―（１２）―③がけ地近接等危険住宅移転事業に

規定する危険住宅の移転事業を行う者（以下「移転事業者」という。）に対し、移転事業に要する

経費について、京田辺市補助金等の交付に関する規則（平成２年京田辺市規則第１９号）及びこの

告示の定めるところにより、京田辺市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる移転事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１） 市内に所在する危険住宅に居住する者 

（２） 本市に係る市税を滞納していない者（市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行し

ていると市長が認める者を含む。） 

（対象経費及び補助金の額） 

第３条 補助対象の経費は、交付金要綱附属第Ⅲ編表イ―１６―（１２）―１に規定する移転事業に

要する経費とする。 

２ 補助金の額は、交付金要綱附属第Ⅲ編表イ―１６―（１２）―１に規定する限度額の範囲内とす

る。この場合において、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り

捨てるものとする。 

（事業予定調書の提出及び通知） 

第４条 補助金の交付を受けようとする移転事業者は、がけ地近接等危険住宅移転事業予定調書（別

記様式第１号。以下「事業予定調書」という。）を市長に提出しなければならない。 
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２ 市長は、前項の事業予定調書を受理したときは、当該事業の内容を審査し、がけ地近接等危険住

宅移転事業認定（不認定）通知書（別記様式第２号）により移転事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 前条第２項の規定により認定通知を受けた移転事業者は、がけ地近接等危険住宅移転事業費

補助金交付申請書（別記様式第３号。以下「申請書」という。）を別に定める期日までに市長に提

出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金

の額を決定し、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定通知書（別記様式第４号）により

移転事業者に通知するものとする。 

（補助事業の実施） 

第７条 移転事業者は、事業を実施するに当たっては、前条の規定により補助金の交付決定を受けた

後において着手するものとする。 

（補助事業の変更） 

第８条 第６条の規定により補助金の交付決定を受けた移転事業者（以下「決定者」という。）は、

補助金の交付決定を受けた移転事業（以下「補助事業」という。）の内容に変更が生じたときは、

遅滞なくがけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付変更申請書（別記様式第５号。以下「変更申

請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、がけ地

近接等危険住宅移転事業費補助金交付変更決定通知書（別記様式第６号）により決定者に通知する

ものとする。 

（補助事業の廃止等） 

第９条 決定者は、補助事業を廃止し、又は中止しようとするときは、遅滞なくがけ地近接等危険住

宅移転事業の廃止（中止）承認申請書（別記様式第７号。以下「廃止（中止）承認申請書」という。）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の廃止（中止）承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、がけ地近接等危

険住宅移転事業の廃止（中止）承認（不承認）通知書（別記様式第８号）により決定者に通知する

ものとする。 
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（完了報告） 

第１０条 決定者は、補助事業が完了したときは、遅滞なくがけ地近接等危険住宅移転事業完了報告

書（別記様式第９号。以下「完了報告書」という。）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の完了報告書を受理した場合は、書類審査及び現地調査により審査し、適当

と認めたときは、補助金の額を確定し、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付確定通知書（別

記様式第１０号）により決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 決定者は、前条に規定する確定通知を受け取った後、遅滞なくがけ地近接等危険住宅移転

事業費補助金交付請求書（別記様式第１１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、決定者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定（全

部・一部）取消通知書（別記様式第１２号）により決定者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金返還命令書（別記様

式第１３号）により決定者に補助金の返還を命ずるものとする。 

（委任） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年５月１４日告示第１２４号） 

この告示は、令和２年５月１４日から施行する。 

附 則（令和３年３月１６日告示第４７号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月１日告示第１０６号） 

この告示は、令和４年７月１日から施行する。 
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